
- 1 -

○
総
務
省
令
第
百
十
一
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格

を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
表
示
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
十
七
号
中
ハ
を
チ
に
改
め
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。ハ

標
準
的
な
使
用
条
件
の
下
で
使
用
し
た
場
合
に
安
全
上
支
障
が
な
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
標
準
的
な
期
間
又
は

期
限
と
し
て
設
計
上
設
定
さ
れ
る
期
間
又
は
期
限

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項
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ヘ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

第
三
十
八
条
第
一
項
中
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

住
宅
用
消
火
器
で
な
い
旨

三

加
圧
式
の
消
火
器
又
は
蓄
圧
式
の
消
火
器
の
区
別

第
三
十
八
条
第
四
項
中
「
円
形
の
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

Ａ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
普
通
火
災
用
」

と
、
Ｂ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
油
火
災
用
」
と
、
電
気
火
災
に

適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
電
気
火
災
用
」
と
そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
し
、
併
せ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
適

応
す
る
火
災
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
を
、
下
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
の
色
で
表
示
す
る
こ
と
。
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火
災
の
区
分

絵
表
示

絵
表
示
の
色

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ａ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
白

色
と
す
る
。

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ｂ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
黄

色
と
す
る
。

電
気
の
閃
光
は
黄
色
と

電
気
火
災

し
、
地
色
は
青
色
と
す

る
。

二

前
号
の
絵
表
示
の
大
き
さ
は
、
充
て
ん
す
る
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量
が
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
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一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
四
項
第
三
号
中
「
黒
色
で
」
及
び
「
白
色
で
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。

第
四
十
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

水
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

第
四
十
四
条
第
十
三
号
中
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

指
示
圧
力
計
に
関
す
る
事
項

ロ

使
用
期
間
又
は
使
用
期
限
に
関
す
る
事
項

ハ

消
火
剤
の
再
充
て
ん
が
で
き
な
い
旨

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項

第
四
十
四
条
第
十
三
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

天
ぷ
ら
油
火
災
に
関
す
る
事
項
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チ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

リ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

第
四
十
四
条
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二

住
宅
用
消
火
器
で
あ
る
旨

第
五
十
一
条
第
六
号
中
ロ
を
ハ
に
改
め
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十

一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
消
防
用
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
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験
を
申
請
し
て
い
る
消
火
器
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
消
火
器
に
係
る
型
式
承
認
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
消
火
器
に
係
る
型
式
承
認
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○

消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示

）

（
表
示
及
び
標
識
）

第
三
十
八
条

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

第
三
十
八
条

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
消
火
器
、
酸
ア
ル
カ
リ
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
、
ハ

一

水
消
火
器
、
酸
ア
ル
カ
リ
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
、
ハ

ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
、
二
酸
化
炭
素
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
、
二
酸
化
炭
素
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

二

住
宅
用
消
火
器
で
な
い
旨

三

加
圧
式
の
消
火
器
又
は
蓄
圧
式
の
消
火
器
の
区
別

四

使
用
方
法
（
手
さ
げ
式
の
消
火
器
及
び
据
置
式
の
消
火
器
に
あ
つ
て
は

二

使
用
方
法
（
手
さ
げ
式
の
消
火
器
及
び
据
置
式
の
消
火
器
に
あ
つ
て
は

、
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）

、
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）

五

使
用
温
度
範
囲

三

使
用
温
度
範
囲

六

Ｂ
火
災
（
変
圧
器
、
配
電
盤
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
設
備
の
火

四

Ｂ
火
災
（
変
圧
器
、
配
電
盤
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
設
備
の
火

災
（
以
下
「
電
気
火
災
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
電
気
火
災
に
使

災
（
以
下
「
電
気
火
災
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又
は
電
気
火
災
に
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
消
火
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

用
し
て
は
な
ら
な
い
消
火
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

七

Ａ
火
災
又
は
Ｂ
火
災
に
対
す
る
能
力
単
位
の
数
値

五

Ａ
火
災
又
は
Ｂ
火
災
に
対
す
る
能
力
単
位
の
数
値

八

放
射
時
間

六

放
射
時
間

九

放
射
距
離

七

放
射
距
離



- 2 -

十

製
造
番
号

八

製
造
番
号

十
一

製
造
年

九

製
造
年

十
二

製
造
者
名

十

製
造
者
名

十
三

型
式
番
号
（
自
動
車
用
消
火
器
を
除
く
。
）

十
一

型
式
番
号
（
自
動
車
用
消
火
器
を
除
く
。
）

十
四

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
試
験
に
用
い
た
圧
力
値

十
二

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
試
験
に
用
い
た
圧
力
値

十
五

安
全
弁
の
作
動
圧
力
値

十
三

安
全
弁
の
作
動
圧
力
値

十
六

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
四

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
七

総
質
量
（
充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
を
容
量
で
表
わ
す
も
の
を
除
く
。

十
五

総
質
量
（
充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
を
容
量
で
表
わ
す
も
の
を
除
く
。

）

）

十
八

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
六

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
九

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

十
七

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

標
準
的
な
使
用
条
件
の
下
で
使
用
し
た
場
合
に
安
全
上
支
障
が
な
く

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
標
準
的
な
期
間
又
は
期
限
と
し
て
設
計
上
設

定
さ
れ
る
期
間
又
は
期
限

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項

へ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

チ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

ハ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

４

消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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り
、
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
、
円
形
の
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

Ａ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適

一

充
て
ん
す
る
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量
が
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ

応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
普
通
火
災
用
」
と
、
Ｂ
火
災
（
電
気
火
災

グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
リ

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
油
火
災
用

ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
・
五
セ

」
と
、
電
気
火
災
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
つ
て
は
「
電
気
火
災
用
」
と

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
し
、
併
せ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
適
応
す

る
火
災
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
に
掲
げ
る
絵
表
示
を
、
下
欄
に

掲
げ
る
絵
表
示
の
色
で
表
示
す
る
こ
と
。

火
災
の
区
分

絵
表
示

絵
表
示
の
色

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ａ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
白

色
と
す
る
。

炎
は
赤
色
、
可
燃
物
は

Ｂ
火
災

黒
色
と
し
、
地
色
は
黄

色
と
す
る
。

電
気
の
閃
光
は
黄
色
と

電
気
火
災

し
、
地
色
は
青
色
と
す

る
。
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二

前
号
の
絵
表
示
の
大
き
さ
は
、
充
て
ん
す
る
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

二

Ａ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
「

が
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
半
径
一

普
通
火
災
用
」
と
黒
色
で
、
Ｂ
火
災
（
電
気
火
災
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
リ
ッ
ト
ル
又
は
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も

）
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
「
油
火
災
用
」
と
黒
色
で
、
電
気
火

の
に
あ
つ
て
は
半
径
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
と
す
る
。

災
に
適
応
す
る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
「
電
気
火
災
用
」
と
白
色
で
、
そ
れ

ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

三

ノ
ズ
ル
の
切
替
え
に
よ
り
適
応
す
る
火
災
の
区
分
が
異
な
る
こ
と
と
な

三

ノ
ズ
ル
の
切
替
え
に
よ
り
適
応
す
る
火
災
の
区
分
が
異
な
る
こ
と
と
な

る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
、
Ｂ
火
災
に
適
応
す
る
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○

る
消
火
器
に
あ
っ
て
は
、
Ｂ
火
災
に
適
応
す
る
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○

ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
油
火
災
用
」
と

、
電
気
火
災
に
適
応
す
る
ノ

ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
油
火
災
用
」
と
黒
色
で
、
電
気
火
災
に
適
応
す
る
ノ

ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
電
気
火
災
用
」
と

、

ズ
ル
の
場
合
は
「
○
○
ノ
ズ
ル
の
場
合
は
、
電
気
火
災
用
」
と
白
色
で
、

そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

四

前
二
号
の
文
字
以
外
の
部
分
は
、
普
通
火
災
用
に
あ
っ
て
は
白
色
で
、

油
火
災
用
に
あ
っ
て
は
黄
色
で
、
電
気
火
災
用
に
あ
っ
て
は
青
色
で
仕
上

げ
る
こ
と
。

（
表
示
）

（
表
示
）

第
四
十
四
条

住
宅
用
消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲

第
四
十
四
条

住
宅
用
消
火
器
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
位
置
に
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

水
消
火
器
、
強
化
液
消
火
器
、
泡
消
火
器
又
は
粉
末
消
火
器
の
区
別

一

住
宅
用
水
消
火
器
、
住
宅
用
強
化
液
消
火
器
、
住
宅
用
泡
消
火
器
又
は

住
宅
用
粉
末
消
火
器
の
区
別

二

住
宅
用
消
火
器
で
あ
る
旨

三

使
用
方
法
（
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）

二

使
用
方
法
（
併
せ
て
図
示
す
る
こ
と
。
）
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四

使
用
温
度
範
囲

三

使
用
温
度
範
囲

五

適
応
火
災
の
絵
表
示
（
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
。
）

四

適
応
火
災
の
絵
表
示
（
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
。
）

六

放
射
時
間

五

放
射
時
間

七

放
射
距
離

六

放
射
距
離

八

製
造
番
号

七

製
造
番
号

九

製
造
年

八

製
造
年

十

製
造
者
名

九

製
造
者
名

十
一

型
式
番
号

十

型
式
番
号

十
二

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
一

充
て
ん
さ
れ
た
消
火
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
三

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
二

ホ
ー
ス
の
有
効
長
（
据
置
式
の
消
火
器
に
限
る
。
）

十
四

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

十
三

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

指
示
圧
力
計
に
関
す
る
事
項

イ

使
用
期
間
又
は
使
用
期
限
に
関
す
る
事
項

ロ

使
用
期
間
又
は
使
用
期
限
に
関
す
る
事
項

ロ

指
示
圧
力
計
に
関
す
る
事
項

ハ

消
火
剤
の
再
充
て
ん
が
で
き
な
い
旨

ハ

天
ぷ
ら
油
火
災
に
関
す
る
事
項

ニ

使
用
時
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ニ

消
火
剤
の
再
充
て
ん
が
で
き
な
い
旨

ホ

維
持
管
理
上
の
適
切
な
設
置
場
所
に
関
す
る
事
項

ホ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

ヘ

点
検
に
関
す
る
事
項

ト

天
ぷ
ら
油
火
災
に
関
す
る
事
項

チ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

リ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

（
表
示
）

（
表
示
）
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第
五
十
一
条

交
換
式
消
火
器
の
本
体
容
器
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

第
五
十
一
条

交
換
式
消
火
器
の
本
体
容
器
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

六

取
扱
い
上
の
注
意
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

廃
棄
時
の
連
絡
先
及
び
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ハ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

ロ

そ
の
他
取
扱
い
上
注
意
す
べ
き
事
項

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）




